
 

令和 ８年 ３月１３日 

お客さま各位 

西中国信用金庫 

 
「ことら送金サービスご利用規定」の一部改正について 

 

平素は 格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

この度、株式会社ことらが提供しております「ことら送金」につきまして、特定用途送金が 

開始されます。 

つきましては、下記のとおり｢ことら送金サービスご利用規定｣を一部改正させていただきます。 

記 

 １．改正する規定  

   ことら送金サービスご利用規定 

 ２．改正日  

令和８年４月１日（水）  

 ３．改正個所     

改 正 後 改 正 前 

１.（ことら送金サービス） 

（以下、省略） 

なお、ことら送金サービスのうち、｢特定

用途送金｣については本規定末尾の｢特定用

途送金に関するご留意事項｣の定めが優先し

て適用されるものとします。 

２. 

～  （省 略） 

17． 

 

特定用途送金に関するご留意事項 

 

１.（特定用途送金） 

特定用途送金とは、ことら送金サービスの

うち、株式会社ことら(以下、｢ことら｣といい

ます。)が別途定める取引(以下、｢対象取引｣

といいます。)に関して、特定用途送金の対象

となるアカウント(以下、｢対象アカウント｣

といいます。)と利用者の指定するアカウン

トとの間で行う送金サービス(対象取引に係

る送金が行われる場合において、当金庫が当

該送金に係る資金を対象アカウントから利

用者の指定するアカウントに入金する行為

も本サービスに含まれるものとします。)を

指します。 

 

１.（ことら送金サービス） 

（以下、省略） 

 

 （新 設） 

 

２. 

～  （省 略） 

17． 

 

 

 

 

 

 

 

 （新 設） 

 



 

改 正 後 改 正 前 

 

２.（対象取引等） 

対象アカウントの一覧その他対象取引の詳

細については、ことらのウェブページ(｢こと

ら送金｣利用者はこちら＞使い方＞ことら送

金)をご確認ください。 

３．（特定用途送金の機能） 

特定用途送金においては、アカウント代替

符号を利用した送金ができない場合があり、

この場合はメッセージ機能をご利用いただけ

ません。 

４．（免責規定等） 

特定用途送金を対象取引および対象アカウ

ント以外の取引に利用することにより、こと

らに加盟する金融機関または資金移動業者に

損害が生じた場合、当該損害について、こと

らは責任 を負いません。  

（※）対象取引の該当性については、対象

アカウントの保有者にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新 設） 

 

 

 

 （注）   ～改正個所 

４．改正後の規定は、改正日にホームページに掲載します。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


